
船舶事故調査報告書 

平成３０年９月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月７日 ２１時００分ごろ 

発生場所 福山港 

 ＪＦＥスチール福山港導灯（前灯）から真方位１６７°２.１海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２６.７′ 東経１３３°２７.４′） 

事故の概要  漁船なお丸は、揚網しながら南東進中、錨泊中の貨物船ＨＫＬ
エイチケイエル

英
えい

幸
こう

に衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年５月１０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 ＨＫＬ英幸、４９９トン 

   １４２２１６、英幸海運有限会社、兵機海運株式会社 

Ｂ 漁船 なお丸、４.９トン 

   ＯＹ３－２４１５７（漁船登録番号）、個人所有 

第２７１－３７６０２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視程 約２Ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、錨泊中を示す灯火を表示し、

間もなく揚錨する予定で、船首を南東方に向けて錨泊していた。 

 船長Ａは、２０時５０分ごろ昇橋して乗組員２人を船首部で抜錨部

署につかせ、レーダーをスタンバイとした後、右舷船尾方からＡ船に

向首して接近するＢ船に気付いた。 

 船長Ａは、Ｂ船に対してマイクで注意を喚起したものの、Ａ船の右

舷船首部にＢ船の左舷船首部が衝突するのを認めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約１ノットの対地速力で揚網し

ながら南東進中、巻揚げローラの調子がよくないので、後部甲板で同

ローラの調整を行っていたところ、Ａ船に衝突した。 

 船長Ｂは、後部甲板で巻揚げローラの調整を行っていて前路の見張

りを行っていなかったので、錨泊中のＡ船に気付かなかったと本事故

後に思った。 

分析  Ａ船は、福山港で錨泊中を示す灯火を表示して錨泊中、船長Ａが接

機密性２情報 



 

近するＢ船を認めてマイクで注意を喚起したものの、Ｂ船が衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、福山港を揚網しながら南東進中、船長Ｂが、後部甲板で巻

揚げローラの調整を行っていて前路の見張りを行っていなかったこと

から、錨泊中のＡ船に気付かずに航行を続け、Ａ船に衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、夜間、福山港において、Ｂ船が、揚網しながら南東進

中、船長Ｂが、後部甲板で巻揚げローラの調整を行っていて前路の見

張りを行っていなかったため、船首方で錨泊中のＡ船に気付かずに航

行を続け、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、港内で操業を行う場合、ふだんにも増して周囲の状況に 

注意を払うこと。 


